
２26.　6.　1
　
　
年
度
市
民
税
・
都
民
税
の
納

２６
税
通
知
書
を
６
月　
日
（
火
）
に

１０

発
送
し
ま
す
。
今
回
発
送
す
る
納

税
通
知
書
は
、
市
民
税
・
都
民
税

を
個
人
で
納
付
（
普
通
徴
収
）
す

る
方
が
対
象
で
す
。

対
象
と
な
る
方

　
①　
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

２５

書
ま
た
は　
年
度
市
民
税
・
都
民

２６

税
申
告
書
を
提
出
し
た
方

　
②　
年
分
の
給
与
収
入
や
公
的

２５

年
金
な
ど
の
支
払
報
告
書
が
勤
務

先
な
ど
か
ら
市
役
所
へ
提
出
さ
れ
、

市
民
税
・
都
民
税
を
個
人
で
納
付

す
る
方

対
象
と
な
ら
な
い
方

　
①
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
で

も
、
市
民
税
・
都
民
税
の
年
税
額

を
全
て
給
与
か
ら
天
引
き
（
特
別

徴
収
）
さ
れ
る
方

　
②
税
法
上
、
市
民
税
・
都
民
税

が
課
税
さ
れ
な
い
方（
非
課
税
者
）

給
与
天
引
き
さ
れ
て
い 

る
方
で
、
納
税
通
知
書 

が

届

く

場

合

　
給
与
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
し
て
い
る
会
社
以
外
の
収
入

（
前
職
分
の
給
与
や
年
金
・
不
動

産
な
ど
の
副
収
入
）
に
係
る
市
民

税
・
都
民
税
を
、
個
人
で
納
付

（
普
通
徴
収
）
す
る
方
に
発
送
し

ま
す
。

飲
料
の
中
で
も
ウ
オ
ツ
カ
な
ど
ア

ル
コ
ー
ル
度
数
の
高
い
も
の
は
消

防
法
の
危
険
物
に
該
当
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◎
家
庭
内
で
危
険
物
の
事
故
を
防
ぐ

ポ
イ
ン
ト

　
子
ど
も
の
手
の
届
か
な
い
所
に

消
防
演
習
を
実
施

　
【
日
時
】
６
月
９
日
（
月
）
午
前

　
時
～　
時
半

１０

１０

　
【
会
場
】西
武
バ
ス
株
式
会
社
滝

山
営
業
所
（
下
里
３
ノ　
ノ　
）

１０

２９

危
険
物
に
関
す
る 

知
識
を
深
め
ま
し
ょ
う

　
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
な
ど
の
燃
料

類
を
は
じ
め
と
す
る
危
険
物
は
、

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も

の
で
す
が
、
安
易
に
取
り
扱
っ
た

り
、
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
る
火
災

な
ど
の
事
故
が
毎
年
発
生
し
て
い

ま
す
。
取
り
扱
い
上
の
注
意
事
項

を
よ
く
読
み
、
危
険
性
を
十
分
認

識
し
ま
し
ょ
う
。

◎
身
近
な
危
険
物
と
は
？

　
燃
料
類
の
ほ
か
に
も
多
く
の
危

険
物
が
身
近
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ア
ロ
マ
オ
イ
ル
、
防
水

ス
プ
レ
ー
、
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル

な
ど
で
す
。
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル

で
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
世
帯
ご
と
に
該
当
す
る
現
況
届

を
ま
と
め
て
、
６
月　
日
（
水
）

１１

に
発
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
、
添
付
書
類
を
ご
用
意

の
上
、
次
の
通
り
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】６
月　
日（
月
）必

３０

着
　
【
提
出
方
法
】
次
の
通
り

　
①
児
童
手
当
＝
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
い
ま
す

　
②
児
童
育
成
手
当
＝
直
接
子
育

児
童
手
当
、児
童
育
成
手
当 

を
受
給
し
て
い
る
方
は
、 

現
況
届
の
提
出
を

　
現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
現

在
の
状
況
に
よ
り
、
引
き
続
き
手

当
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

も
の
で
す
。
現
況
届
が
未
提
出
の

場
合
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
が
勤
務
先
か
ら
支
給

さ
れ
て
い
る
公
務
員
の
方
は
、
市

　２６年第２回市議会定例会
が６月５日（木）～２４日（火）
の日程で開催の予定です。
　一般質問が９日（月）～
１２日（木）、常任委員会が１６
日（月）・１７日（火）、予算
特別委員会が１８日（水）の
予定です。
　詳しくは議会事務局☎
４７０・７７８９へ。

の
納
付
方
法
が
個
人
納
付
（
普
通

徴
収
）
の
方
は
取
り
扱
い
に
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
税
の
税
率

　
東
久
留
米
市
の
個
人
市
民
税
の

税
率
は
標
準
税
率
を
使
用
し
、
均

等
割
が
３
５
０
０
円
、
所
得
割
の

税
率
は
６
％
で
す
。
な
お
、
一
部

（
財
政
再
建
団
体
お
よ
び
環
境
保

全
税
な
ど
、
超
過
税
率
を
採
用
し

て
い
る
団
体
）
を
除
く
他
団
体
も

同
様
に
標
準
税
率
を
使
用
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
分
離
課
税
の
税
率

に
つ
い
て
も
他
団
体
と
同
様
の
税

率
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】　

年
度
の
課
税・非

２６

課
税
証
明
書
は
６
月　
日
（
火
）

１０

公
的
年
金
か
ら
の
天
引 

き
が
中
止
に
な
る
方

　
市
民
税
・
都
民
税
を
公
的
年
金

か
ら
の
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
の　
年
度
市
民
税
・
都
民
税

２６

の
税
額
が
、　

年
度
分
か
ら
大
幅

２５

に
減
少
し
た
場
合
、
公
的
年
金
か

ら
の
天
引
き
が
８
月
か
ら
中
止
と

な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
年
税
額
と

徴
収
額
に
差
額
が
発
生
し
個
人
納

付
（
普
通
徴
収
）
と
な
る
場
合
や
、

納
め
過
ぎ
が
発
生
し
還
付
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
前
記

に
該
当
す
る
方
は
納
税
通
知
書
の

備
考
欄
に
「
公
的
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
を
８
月
よ
り
中
止
し
ま

す
」
と
記
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

還
付
と
な
る
場
合
は
、
納
税
課
か

ら
後
日
通
知
し
ま
す
。

　

歳
未
満
で
公
的
年
金 

６５と
給
与
所
得
の
あ
る
方

　
　
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
が

給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

は
、
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
と
合

わ
せ
て
給
与
か
ら
天
引
き
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

勤
務
先
の
担
当
者
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
勤
務
先
か
ら
の
特
別

徴
収
へ
の
切
り
替
え
申
請
に
基
づ

き
処
理
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
給

与
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税

　
市
で
は
、
税
負
担
の
公
平
性
を

確
保
す
る
た
め
に
、
市
税
な
ど
の

滞
納
者
の
財
産
の
差
し
押
さ
え
を

積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
差
し

押
さ
え
た
財
産
は
、
滞
納
市
税
な

ど
に
充
当
す
る
た
め
、
滞
納
処
分

と
し
て
、
競
り
売
り
に
よ
る
売
却

（
公
売
）
を
行
い
ま
す
。

　
７
月
６
日
（
日
）
執
行
の
東
久

留
米
市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
の

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。
立
候
補
予
定
者
と
関
係
者

は
、
筆
記
用
具
と
書
類
を
受
領
す

る
方
の
印
鑑
を
持
参
の
上
、
必
ず

出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

　
介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
の
居
住
費
・
食
費
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
が
、
低
所
得
の
方
は
、

所
得
区
分
に
応
じ
て
上
限
が
設
け

ら
れ
、
こ
れ
を
超
え
る
利
用
者
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
特
定

入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
い
い

ま
す（
段
階
区
分
は
下
表
の
通
り
）。

◎
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
、
短

期
入
所
生
活
（
療
養
）
介

護
・
介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
（
療
養
）
介
護
、
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

施
設

◎
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
制
度
利
用
の
際
は

申
請
を

　
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
制
度
を
利
用
す
る

方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

　
現
在
、
特
定
入
所
者
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
制
度
を
利

用
し
て
い
る
方
（
負
担
限

度
額
認
定
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
）
は
、
６
月

　
日
（
月
）
で
有
効
期
間

３０が
満
了
と
な
り
ま
す
の
で
、

納
税
通
知
書（
普
通
徴
収
分
）を

発
送
し
ま
す

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当当

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
くく

　
　
「
危
険
物　

一
人
一
人
が　

責
任
者
」

作
者　

練
馬
区
在
学　

田
中
佑
弥
さ
ん

東
久
留
米
市
農
業
委
員
会
委
員
選

東
久
留
米
市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま
すす

インターネッインターネットト
公売公売をを

実施しま実施しますす

か
ら
発
行
し
ま
す

個
人
市
民
税
・
都
民
税 

均
等
割
税
率
の
改
正

　
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
、　
２６

年
度
～　
年
度
の　
年
間
に
わ
た

３５

１０

り
、
市
民
税
・
都
民
税
の
均
等
割

の
標
準
税
率
が
、
市
民
税
３
５
０

０
円
・
都
民
税
１
５
０
０
円
と
そ

れ
ぞ
れ
で
５
０
０
円
（
合
計
で
１

０
０
０
円
）
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
市
で
は
、
均
等
割
の
引
き

上
げ
分
を
防
災
の
た
め
の
施
策

（
防
災
無
線
整
備
事
業
な
ど
）
の

財
源
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度・ 

義
務
教
育
就
学
児
医
療 

費
助
成
制
度
現
況
届

　
市
に
所
得
情
報
が
あ
る
方
（　
２６

年
１
月
１
日
に
住
民
登
録
の
あ
る

方
）
は
、
現
況
届
の
提
出
は
不
要

で
す
。

　
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方
（　
２６

年
１
月
２
日
以
降
転
入
し
た
方
、

生
計
中
心
者
が
市
外
在
住
の
方
な

ど
）
は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。
提
出
が
必
要
な
方
に
は
、

現
況
届
を
６
月　
日
（
水
）
に
発

１１

送
し
ま
す
の
で
、
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
現
況
届
が
未
提
出

の
場
合
、　

月
以
降
の
医
療
証
の

１０

　
今
回
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

は
、Yahoo!Japan

官
公
庁
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
で
行
い
ま
す
。
公
売
物

件
の
詳
細
は
、Yahoo!Japan

官

公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
参
加
申
込
期
間
】
５
月　

日
２８

（
水
）
午
後
１
時
～
６
月　

日
１２

（
木
）
午
後　
時
１１

　
【
入
札
期
間
】６
月　
日（
木
）午

１９

後
１
時
～
６
月　
日
（
日
）
午
後

２２

　
時
１１
　
【
ご
注
意
】自
主
納
付
な
ど
に
よ

り
予
告
な
く
公
売
を
中
止
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　
【
日
時
】
６
月　
日
（
金
）
午
後

１３

３
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室
　
【
立
候
補
の
要
件
】当
該
農
業
委

員
会
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、

選
挙
期
日
現
在
、
満　
歳
以
上
で

２０

更
新
の
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
利
用
者
負
担
第
４
段
階
で

あ
っ
て
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
は
、
減
額
制
度
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７

（
内
線
２
５
５
６
）
へ
。

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

　
①　
豫
以
上
の
農
地
で
耕
作
の

１０

業
務
を
営
ん
で
い
る
方
②
前
記
①

に
掲
げ
る
方
の
同
居
の
親
族
ま
た

は
配
偶
者
で
、
そ
の
耕
作
に
従
事

す
る
日
数
が
年
間
お
お
む
ね　
日
６０

以
上
あ
る
方
③　
豫
以
上
の
農
地

１０

で
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産

法
人
の
組
合
員
ま
た
は
社
員
で
、

そ
の
耕
作
に
従
事
す
る
日
数
が
年

間
お
お
む
ね　
日
以
上
の
方

６０

　
【
ご
注
意
】説
明
会
受
付
表
に
記

交
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】児
童
手
当
、医
療
費

助
成
制
度
現
況
届
に
際
し
て
、
市

に
所
得
情
報
の
な
い
方
は
、
添
付

書
類
と
し
て「　
年
度（　
年
分
）

２６

２５

所
得
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。　
２６

年
１
月
１
日
に
住
民
登
録
の
あ
っ

た
市
区
町
村
か
ら
取
り
寄
せ
て
く

だ
さ
い

　
※
現
在
受
給
し
て
い
な
い
方
も
、

所
得
額
・
扶
養
人
数
の
変
更
な
ど

に
よ
り
受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

置
く
▼
ふ
た
は
確
実
に
閉
め
る
▼

高
温
に
な
る
所
に
は
置
か
な
い
▼

使
用
中
は
火
気
厳
禁
▼
定
期
的
に

換
気
す
る

◎
セ
ル
フ
式
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

を
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
給
油
時
は
、
必
ず
エ
ン
ジ
ン
を

停
止
▼
静
電
気
除
去
シ
ー
ト
に
触

れ
、
体
に
た
ま
っ
て
い
る
静
電
気

を
確
実
に
除
去
▼
オ
ー
ト
ス
ト
ッ

プ
（
満
量
停
止
装
置
）
が
作
動
し

た
後
の
つ
ぎ
足
し
給
油
は
し
な
い

　
詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
危
険
物
係
☎
４
７
１
・
０
１

１
９
（
内
線
６
１
０
）
へ
。

入
し
て
い
た

だ
く
た
め
、

①
立
候
補
予

定
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

②
住
所
③
本

籍
④
生
年
月
日
⑤
党
派
⑥
職
業
⑦

電
話
番
号
⑧
選
挙
管
理
委
員
会
か

ら
連
絡
す
る
場
合
の
電
話
番
号
・

担
当
者
氏
名
を
、
あ
ら
か
じ
め
ご

確
認
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
☎
４
７
０
・
７
７
９
０
へ
。

居
住
費
・
食
費
の
負
担
限
度
額
認
定
の
申
請
を

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
方（
入
所
者
）へ

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

　

年
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６２６

市
民
税
・
都
民

市
民
税
・
都
民
税税
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介護保険施設における１日当たりの段階区分別負担限度額（単位：円）

食費
居住費段階区分

多床室従来型個室
（※１）

ユニット型
準個室

ユニット型
個室

利用料
負担段階所得区分

施設ごとに利用料金が異なります第４段階世帯課税者

住
民
税

６５０３２０　８２０
（１,３１０）１,３１０１,３１０第３段階

合計所得金額と課税
年金収入額の合計が
年間８０万円超

世
帯
非
課
税
者

３９０３２０４２０
（４９０）　４９０　８２０第２段階

合計所得金額と課税
年金収入額の合計が
年間８０万円以下

３００　０３２０
（４９０）　４９０　８２０第１段階老齢福祉年金受給者

生活保護受給者など
（※１）カッコ内は介護老人保健施設および介護療養型医療施設の場合

６
月
８
日
（
日
）
～　

日
（
土
）
は

１４

危
険
物
安
全
週
間

子

育

て

世

帯 

臨
時
特
例
給
付
金

　
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
子
育

て
世
帯
へ
の
影
響
を
緩
和
し
、
消

費
の
下
支
え
を
図
る
観
点
か
ら
、

臨
時
的
な
給
付
措
置
と
し
て
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
を
行
う
予

定
で
す
。

　
市
で
は
、
７
月
以
降
に
申
請
の

受
け
付
け
、
給
付
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
今
後
、
広
報
紙
や
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
お
知
ら
せ
し
て
い

き
ま
す
が
、
６
月　
日
（
水
）
に

１１

発
送
す
る
児
童
手
当
の
現
況
届
に
、

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に

関
す
る
案
内
を
同
封
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
係
☎
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

　

年
度
東
京
消
防
庁
危
険
物
安
全
標
語

２６


